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単身世帯の被保険者本人の収入が、年金収入のみとした場合 

※ 区分ごとの保険料額に 100 円未満の端数がある場合は、切捨てます。 
※ 保険料額は均等割軽減後の金額です。 

 
夫婦２人世帯（ともに後期高齢者医療保険制度の被保険者）で、世帯主である夫の収入が公的年金のみ、

妻の収入が公的年金収入 80 万円以下の場合 

 

年金収入 区分 
均等割額 
軽減割合 

均等割額 所得割率 所得割額 
区分ごと 
保険料額 

令和８年度 
保険料額 

80 万円以下 
医療分 ７.2 割 13,860 円 

― 
0 円 13,800 円 

14,200円 
子ども分 ７割 420 円 0 円 400 円 

190 万円 
医療分 

５割 
24,750 円 9.32％ 34,484 円 59,200 円 

60,900円 
子ども分 700 円 0.28％ 1,036 円 1,700 円 

210 万円 
医療分 

２割 
39,600 円 9.32％ 53,124 円 92,700 円 

95,400円 
子ども分 1,120 円 0.28％ 1,596 円 2,700 円 

300 万円 
医療分 

軽減なし 
49,500 円 9.32％ 137,004 円 186,500 円 

192,000円 
子ども分 1,400 円 0.28％ 4,116 円 5,500 円 

夫の 
年金収入 

対象者 区分 
均等割額の 
軽減割合 

均等割額 所得割率 所得割額 
区分ごとの
保険料額 

令和８年度 
保険料額 

80 万円
以下 

夫 
医療分 7.2 割 13,860 円 

― 
0 円 13,800 円 

14,200円 
子ども分 ７割 420 円 0 円 400 円 

妻 
医療分 7.2 割 13,860 円 

― 
0 円 13,800 円 

14,200円 
子ども分 ７割 420 円 0 円 400 円 

210 万円 
夫 

医療分 

５割 

24,750 円 9.32％ 53,124 円 77,800 円 
80,000円 

子ども分 700 円 0.28％ 1,596 円 2,200 円 

妻 
医療分 24,750 円 

― 
0 円 24,700 円 

25,400円 
子ども分 700 円 0 円 700 円 

250 万円 
夫 

医療分 

２割 

39,600 円 9.32％ 90,404 円 130,000 円 
133,800円 

子ども分 1,120 円 0.28％ 2,716 円 3,800 円 

妻 
医療分 39,600 円 

― 
0 円 39,600 円 

40,700円 
子ども分 1,120 円 0 円 1,100 円 

300 万円 
夫 

医療分 

軽減なし 

49,500 円 9.32％ 137,004 円 186,500 円 
192,000円 

子ども分 1,400 円 0.28％ 4,116 円 5,500 円 

妻 
医療分 49,500 円 

― 
0 円 49,500 円 

50,900円 
子ども分 1,400 円 0 円 1,400 円 

令和８年度の保険料の具体例 
１．単身世帯の保険料早見表（概算） 

２．２人世帯の保険料早見表（概算） 

 
ＴＥＬ．０２９－３０９－１２１３ 

【お問い合わせ先】 茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課
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区分 令和 6・7 年度  

令和８年度 令和９年度 
 

医療分 子ども分 医療分 子ども分 

均等割額 47,500 円  49,500 円 
（+2,000 円） 

1,400 円 
 

49,500 円 子ども分について
は、再度見直しす
る予定です。 所得割率 9.66％  9.32% 

（－0.34％） 
0.28% 9.32% 

令和 ・ 年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました 

後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、２年ごとに見直されま
す。令和８年度より、後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援納付金分の保険料が賦課されま
す。従来の保険料（医療分）に加えて、子ども・子育て支援納付金（子ども分）の保険料を合算し
てお支払いいただきます。令和８・９年度における茨城県の後期高齢者医療保険料率は下記のとお
り決定されました。（※県内は均一の保険料率となります。） 

後期高齢者医療保険料率の見直しについて 

3,188 
億円

3,293 
億円

3,406  
億円

3,617 
億円

3,724 
億円

3,935 
億円

4,062 
億円

4,173 
億円

423,985 人426,022 人

440,848 人

458,985 人
475,112 人

488,270 人
497,933 人

504,473 人

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

（見込）

令和

８年度

（見込）

令和

９年度

（見込）

【茨城県の医療給付費の推移】

医療給付費（億円）

被保険者数（人）

後期高齢者医療制度では、広域連合か
ら医療機関へ支払う医療給付費（医療費
から窓口負担を除いた分）の約１割を、後
期高齢者医療保険料で賄っているため、
保険料率は、今後２年間の医療給付費等
の見込みに対応できるよう計算しており
ます。 

被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々
増加しており、令和８・９年度の２か年の被保
険者数や医療給付費等の見込みを踏まえ、収支
が均衡するように保険料率を改定いたしまし
た。 

保険制度の安定的な維持・運営のため、 

ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

 
令和 ・ 年度の が決まりました後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率88 9988 99
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※ 賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除額 
※ 1 年間の保険料額は、医療分と子ども分をそれぞれに計算（100 円未満切捨て）して合算した金額とな

ります。 
※ 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差引いたもの

で、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収
入に含みません。 

※ 年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。 

 
 
 

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。 
世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合算額が次の場合 軽減割合 

① ４３万円＋「１０万円×（給与所得者等の数－１）」以下の世帯 ７割 
※医療分は、さらに 0.2 割軽減 

② ４３万円＋「１０万円×（給与所得者等の数－１）」 
＋「３１万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 ５割 

③ ４３万円＋「１０万円×（給与所得者等の数－１）」 
＋「５７万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 ２割 

※ 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が 330 万円未満は 110 万円）を差引き、
65 歳以上の方は、さらに高齢者特別控除（15 万円）を差引いて判定します。 
 

 後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割
額が５割軽減（加入後２年間に限る）されます。また、所得割額の負担はありません。 
※ 国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。 
※ 「１．所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。 

個人ごとの保険料額の決めかた 

令和８・９年度の保険料軽減措置について 

●軽減基準の改正について 
 上記②、③について、軽減の基準が引き上げられ、対象者が拡大されました。 

軽減の基準 令和７年度 令和８年度 

上記② 「３０万５千円×世帯の被保険者数」 「３１万円×世帯の被保険者数」 

上記③ 「５６万円×世帯の被保険者数」 「５７万円×世帯の被保険者数」 

被保険者一人当たり 
４９，5００円 

医療分 均等割額 

（賦課のもととなる金額） 
× 所得割率（9.32％） 

医療分 所得割額 

１年間の保険料額 

１．所得が低い方に対する均等割額の軽減 

（賦課のもととなる金額） 
× 所得割率（0.28％） 

子ども分 所得割額 

被保険者一人当たり 
１，４００円 

子ども分 均等割額 

●賦課限度額の改正について 
 医療分の賦課限度額（保険料の年間上限額）は、現行の 80 万円から 85 万円に引き上げられ、子ども分に
ついては、２万１千円となります。 

２．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 
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Ａ１ 全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、
こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。 
 
 
 
Ａ２ 近年、少子化・人口減少の進行が加速していることから、政府は令和５年 12 月にこども未来
戦略「加速化プラン」を策定し、総額 3.6 兆円の次元の異なるこども・子育て支援の拡充を実施す
ることを決めました。支援金制度はこれを支える財源の一部です。 
 
 
 
Ａ３ 支援金は所得に応じて拠出いただきますが、医療保険料と同様に、低所得の方に対する保険
料軽減措置を設けています。 
 
 
 
Ａ４ こどもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、こどもの育ちを支える
支援金制度は全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方など全ての世代に加え、企業
も含めた社会全体で支える仕組みとしています。 
 
 
 
Ａ５ 令和 8 年４月分から従来の保険料（医療分）とあわせて、お支払いいただきます。 
 
 

  

子ども・子育て支援金制度 

Ｑ１．子ども・子育て支援金制度とは︖ 

Ｑ２．どうして「支援金制度」が必要なの︖ 

Ｑ３．収入が少なくても、支払う必要があるの︖ 

Ｑ４．なぜ独身や高齢者も支払うの︖ 

Ｑ５．何月分から支払うの︖ 

支援金の徴収の流れ 

国
(支
払
基
金
)

 

支援納付金 

請求 

納付 

医
療
保
険
者 

●被用者保険者 

 （健保組合、協会けんぽ等） 

●市町村（国民健康保険） 

●後期高齢者医療広域連合 

賦課 

納付 

支援金 

1/2 

被保険者 

1/2 

事業主 

注）国保、後期は 

  被保険者のみが負担 

こども家庭庁ホームページ

「子ども・子育て支援金

 制度について」   

こども家庭庁公式 note

「最近話題の「子ども・子育て

 支援金制度」について」   

子ども家庭庁コールセンター　　0120-303-272　　(受付時間　平日9時から18時)

 

お問い合わせ窓口
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※ 賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除額 
※ 1 年間の保険料額は、医療分と子ども分をそれぞれに計算（100 円未満切捨て）して合算した金額とな

ります。 
※ 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差引いたもの

で、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収
入に含みません。 

※ 年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。 

 
 
 

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。 
世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合算額が次の場合 軽減割合 

① ４３万円＋「１０万円×（給与所得者等の数－１）」以下の世帯 ７割 
※医療分は、さらに 0.2 割軽減 

② ４３万円＋「１０万円×（給与所得者等の数－１）」 
＋「３１万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 ５割 

③ ４３万円＋「１０万円×（給与所得者等の数－１）」 
＋「５７万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 ２割 

※ 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が 330 万円未満は 110 万円）を差引き、
65 歳以上の方は、さらに高齢者特別控除（15 万円）を差引いて判定します。 
 

 後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割
額が５割軽減（加入後２年間に限る）されます。また、所得割額の負担はありません。 
※ 国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。 
※ 「１．所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。 

個人ごとの保険料額の決めかた 

令和８・９年度の保険料軽減措置について 

●軽減基準の改正について 
 上記②、③について、軽減の基準が引き上げられ、対象者が拡大されました。 

軽減の基準 令和７年度 令和８年度 

上記② 「３０万５千円×世帯の被保険者数」 「３１万円×世帯の被保険者数」 

上記③ 「５６万円×世帯の被保険者数」 「５７万円×世帯の被保険者数」 

被保険者一人当たり 
４９，5００円 

医療分 均等割額 

（賦課のもととなる金額） 
× 所得割率（9.32％） 

医療分 所得割額 

１年間の保険料額 

１．所得が低い方に対する均等割額の軽減 

（賦課のもととなる金額） 
× 所得割率（0.28％） 

子ども分 所得割額 

被保険者一人当たり 
１，４００円 

子ども分 均等割額 

●賦課限度額の改正について 
 医療分の賦課限度額（保険料の年間上限額）は、現行の 80 万円から 85 万円に引き上げられ、子ども分に
ついては、２万１千円となります。 

２．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減 
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Ａ１ 全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、
こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。 
 
 
 
Ａ２ 近年、少子化・人口減少の進行が加速していることから、政府は令和５年 12 月にこども未来
戦略「加速化プラン」を策定し、総額 3.6 兆円の次元の異なるこども・子育て支援の拡充を実施す
ることを決めました。支援金制度はこれを支える財源の一部です。 
 
 
 
Ａ３ 支援金は所得に応じて拠出いただきますが、医療保険料と同様に、低所得の方に対する保険
料軽減措置を設けています。 
 
 
 
Ａ４ こどもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、こどもの育ちを支える
支援金制度は全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方など全ての世代に加え、企業
も含めた社会全体で支える仕組みとしています。 
 
 
 
Ａ５ 令和 8 年４月分から従来の保険料（医療分）とあわせて、お支払いいただきます。 
 
 

  

子ども・子育て支援金制度 

Ｑ１．子ども・子育て支援金制度とは︖ 

Ｑ２．どうして「支援金制度」が必要なの︖ 

Ｑ３．収入が少なくても、支払う必要があるの︖ 

Ｑ４．なぜ独身や高齢者も支払うの︖ 

Ｑ５．何月分から支払うの︖ 

支援金の徴収の流れ 
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●後期高齢者医療広域連合 

賦課 

納付 

支援金 

1/2 

被保険者 

1/2 

事業主 

注）国保、後期は 

  被保険者のみが負担 

こども家庭庁ホームページ

「子ども・子育て支援金

 制度について」   

こども家庭庁公式 note

「最近話題の「子ども・子育て

 支援金制度」について」   

子ども家庭庁コールセンター　　0120-303-272　　(受付時間　平日9時から18時)

 

お問い合わせ窓口
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単身世帯の被保険者本人の収入が、年金収入のみとした場合 

※ 区分ごとの保険料額に 100 円未満の端数がある場合は、切捨てます。 
※ 保険料額は均等割軽減後の金額です。 

 
夫婦２人世帯（ともに後期高齢者医療保険制度の被保険者）で、世帯主である夫の収入が公的年金のみ、

妻の収入が公的年金収入 80 万円以下の場合 

 

年金収入 区分 
均等割額 
軽減割合 

均等割額 所得割率 所得割額 
区分ごと 
保険料額 

令和８年度 
保険料額 

80 万円以下 
医療分 ７.2 割 13,860 円 

― 
0 円 13,800 円 

14,200円 
子ども分 ７割 420 円 0 円 400 円 

190 万円 
医療分 

５割 
24,750 円 9.32％ 34,484 円 59,200 円 

60,900円 
子ども分 700 円 0.28％ 1,036 円 1,700 円 

210 万円 
医療分 

２割 
39,600 円 9.32％ 53,124 円 92,700 円 

95,400円 
子ども分 1,120 円 0.28％ 1,596 円 2,700 円 

300 万円 
医療分 

軽減なし 
49,500 円 9.32％ 137,004 円 186,500 円 

192,000円 
子ども分 1,400 円 0.28％ 4,116 円 5,500 円 

夫の 
年金収入 

対象者 区分 
均等割額の 
軽減割合 

均等割額 所得割率 所得割額 
区分ごとの
保険料額 

令和８年度 
保険料額 

80 万円
以下 

夫 
医療分 7.2 割 13,860 円 

― 
0 円 13,800 円 

14,200円 
子ども分 ７割 420 円 0 円 400 円 

妻 
医療分 7.2 割 13,860 円 

― 
0 円 13,800 円 

14,200円 
子ども分 ７割 420 円 0 円 400 円 

210 万円 
夫 

医療分 

５割 

24,750 円 9.32％ 53,124 円 77,800 円 
80,000円 

子ども分 700 円 0.28％ 1,596 円 2,200 円 

妻 
医療分 24,750 円 

― 
0 円 24,700 円 

25,400円 
子ども分 700 円 0 円 700 円 

250 万円 
夫 

医療分 

２割 

39,600 円 9.32％ 90,404 円 130,000 円 
133,800円 

子ども分 1,120 円 0.28％ 2,716 円 3,800 円 

妻 
医療分 39,600 円 

― 
0 円 39,600 円 

40,700円 
子ども分 1,120 円 0 円 1,100 円 

300 万円 
夫 

医療分 

軽減なし 

49,500 円 9.32％ 137,004 円 186,500 円 
192,000円 

子ども分 1,400 円 0.28％ 4,116 円 5,500 円 

妻 
医療分 49,500 円 

― 
0 円 49,500 円 

50,900円 
子ども分 1,400 円 0 円 1,400 円 

令和８年度の保険料の具体例 
１．単身世帯の保険料早見表（概算） 

２．２人世帯の保険料早見表（概算） 
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【お問い合わせ先】 茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課

1 
 

 
 
 

   
  

区分 令和 6・7 年度  

令和８年度 令和９年度 
 

医療分 子ども分 医療分 子ども分 

均等割額 47,500 円  49,500 円 
（+2,000 円） 

1,400 円 
 

49,500 円 子ども分について
は、再度見直しす
る予定です。 所得割率 9.66％  9.32% 

（－0.34％） 
0.28% 9.32% 

令和 ・ 年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました 

後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、２年ごとに見直されま
す。令和８年度より、後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援納付金分の保険料が賦課されま
す。従来の保険料（医療分）に加えて、子ども・子育て支援納付金（子ども分）の保険料を合算し
てお支払いいただきます。令和８・９年度における茨城県の後期高齢者医療保険料率は下記のとお
り決定されました。（※県内は均一の保険料率となります。） 

後期高齢者医療保険料率の見直しについて 

3,188 
億円

3,293 
億円

3,406  
億円

3,617 
億円

3,724 
億円

3,935 
億円

4,062 
億円

4,173 
億円

423,985 人426,022 人

440,848 人

458,985 人
475,112 人

488,270 人
497,933 人

504,473 人

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

（見込）

令和

８年度

（見込）

令和

９年度

（見込）

【茨城県の医療給付費の推移】

医療給付費（億円）

被保険者数（人）

後期高齢者医療制度では、広域連合か
ら医療機関へ支払う医療給付費（医療費
から窓口負担を除いた分）の約１割を、後
期高齢者医療保険料で賄っているため、
保険料率は、今後２年間の医療給付費等
の見込みに対応できるよう計算しており
ます。 

被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々
増加しており、令和８・９年度の２か年の被保
険者数や医療給付費等の見込みを踏まえ、収支
が均衡するように保険料率を改定いたしまし
た。 

保険制度の安定的な維持・運営のため、 

ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

 
令和 ・ 年度の が決まりました後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率88 9988 99


